
 

郵送での提出方法について 

 

１ 入札書の送付方法等 

① 封筒の裏面に、「物件番号」、「施設名称」、「入札名 三島市自動販売機設置場所貸

付」を記載し、併せて「入札者住所・商号・代表者氏名」を記入の上、押印して

ください。また表面には、「提出期限 ○年○月○日」「入札書在中」」とU朱書きし

てくださいU。（提出期限は開札日の前々日（土・日・休日を除く）の日付を記載し

てください） 

② 封筒をU一般書留郵便又は簡易書留郵便Uにより郵送してください。 

［入札書の郵送先］ 

 〒４１１－８７９９ 三島市北田町４番４７号 

    三島市財政経営部 公共財産保全課 公共財産係 行 

    三島市長 あて   

③ U１通の封筒に２枚以上の入札書を入れないでください。（物件ごとに入札書を作成

し、それぞれを封筒に入れてください。） 

 

２ 入札書の提出期限 

入札書は、U開札日の前々日（土・日・休日を除く）までに三島郵便局に到達し、

同日２４時までの三島郵便局受領印が表示された入札書のみ有効Uとし、期限を過

ぎて到達した入札書は無効とします。（例：25日が開札日の場合、23日までに

三島郵便局に到達し、23 日 24 時までの三島郵便局受領印が表示された入札書

のみ有効） 

   ※入札書の提出は、「一般競争入札参加受付書」の交付後に行ってください。 

 

３ その他注意事項 

① 次のいずれかに該当する場合は、入札書は無効となります。 

ア 提出期限までに、入札書が到達しないとき。 

イ 上記１に定める送付方法によらずに入札書が送付されたとき。 

ウ 募集要項兼入札説明書に規定する入札の無効となる事項に該当するとき。 

      

 

※封筒の記載例については裏面参照 

 

 



 

入札書封筒記載例（郵送提出の場合） 
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※郵送方法は、一般書留郵便又は簡易書留郵便に限ります。（普通郵便で送付し

た場合は無効となります） 

※開札日の前々日（土・日・休日を除く）までに三島郵便局に到達し、同日２４時まで

の三島郵便局受領印が表示された入札書のみ有効とします。 

 

赤いマジック等で
目立つように記入 

書留 

〒４１１－８７９９ 

代表者印 

代表者印 

411-XXXX 

提出期限は開札日の前々日の 
日付を記載 
（土・日・休日を除く） 


